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Ⅰ 社会保障制度をめぐる諸情勢（給付費の急増－１）

－１－ 厚生労働省資料



Ⅰ 社会保障制度をめぐる諸情勢（人口構成の変化－１）

－２－ 厚生労働省資料



－３－

人口構成の変化の平成２４年度推計資料参考

厚生労働省資料



Ⅰ 社会保障制度をめぐる諸情勢（人口構成の変化－２）

－４－ 厚生労働省資料



Ⅰ 社会保障制度をめぐる諸情勢（医療給付費の急増）

－５－ 厚生労働省資料



Ⅱ わが国の財政事情（平成２８・２９年度政府予算案）

－６－ 財務省資料



Ⅱ わが国の財政事情（平成３０年度政府予算案）

－７－ 財務省資料



－８－ 財務省資料

Ⅱ わが国の財政事情（平成３０年度政府予算案－２）



－９－ 財務省資料

Ⅱ わが国の財政事情（平成３０年度政府予算案－３）



－１０－ 財務省資料

Ⅱ わが国の財政事情（平成３０年度政府予算案－４）



－１１－ 財務省資料

Ⅱ わが国の財政事情（平成３０年度政府予算案－５）



－１２－ 財務省資料

Ⅱ わが国の財政事情（平成３０年度政府予算案－６）



－１３－ 財務省資料

Ⅱ わが国の財政事情（平成３０年度政府予算案－７）



Ⅲ 国保財政・後期高齢者医療制度財政の状況（１）

－１４－ 厚生労働省資料



－１５－

Ⅲ 国保財政・後期高齢者医療制度財政の状況（２）

厚生労働省資料



－１６－

Ⅳ 医療保険制度改革（１）

厚生労働省資料

医療保険制度の体系



Ⅳ 医療保険制度改革（２）

－１７－ 厚生労働省資料



Ⅳ 医療保険制度改革（３）

－１８－ 厚生労働省資料

医療保険制度改革の概要



Ⅴ 国保制度改革（１）

厚生労働省資料－１９－

運営のあり方の見直し



Ⅴ 国保制度改革（２）

－２０－ 厚生労働省資料



Ⅴ 国保制度改革（３）

－２０－ 厚生労働省資料



Ⅴ 国保制度改革（４）

－２２－ 厚生労働省資料



Ⅴ 国保制度改革（５）

－２３－ 厚生労働省資料



Ⅴ 国保制度改革（６）

－２４－ 厚生労働省資料



Ⅴ 国保制度改革（７）

－２５－ 厚生労働省資料



Ⅵ 特定健康診査・特定保健指導（１）

－２６－ 厚生労働省資料



Ⅵ 特定健康診査・特定保健指導（２）

－２７－ 厚生労働省資料



Ⅵ 特定健康診査・特定保健指導（３）

－２８－ 厚生労働省資料



－２９－ 厚生労働省資料

Ⅵ 特定健康診査・特定保健指導（４）



Ⅵ 特定健康診査・特定保健指導（５）

－３０－ 厚生労働省資料



Ⅵ 特定健康診査・特定保健指導（６）

－３１－ 厚生労働省資料



Ⅵ 特定健康診査・特定保健指導（７）

－３２－ 厚生労働省資料

第３期特定健康診査等実施計画期間（平成３０年度～３５年度）における特定健診・保健指導の運用の主な見直し
（国保新聞平成２９年２月１日号より引用）

【特定健診】

○ 特定保健指導対象者の選定基準は変えず。内臓脂肪蓄積の評価方法も現行の腹囲基準（男性８５㎝以上、女性９０㎝以上）を維持

○ 血中脂質検査で、食後採血のため non-HDL コレステロールを用いることが可能に

○ 食直後を除き随時血糖により血糖検査をすることが可能に

○ 血清クレアチニン検査（e GFR）を「詳細な健診」の項目に追加

○ 保険者が医療機関から検査データの提供を受け、特定健診結果として活用できるよう一定のルールを整備

【特定保健指導】

○ 特定保健指導の行動計画の実績評価を３か月経過後でも可能とする（現行は６か月）

○ 初回面接実施者と実績評価をする者が同一機関であることを不要に

○ 初回面接時の保健指導を実施しやすくする

○ ２年連続積極的支援に該当した者には、動機付け支援相当でも可とする

【特定健診・特定保健指導】

○ 被用者保険から市町村国保への委託を推進するため、再委託要件を緩和

○ 実施目標は保険者全体では特定健診７０%以上、特定保健指導４５%以上。市町村国保は特定健診６０%以上、特定保健指導６０%以上



市町村国保の特定健診対象者における特定健診受診と医療機関受診の関係図（平成27年度）
（KDBシステムにおける生活習慣病の定義から、がん・筋骨格・精神を除外し再掲とした）

○ KDBシステムを活用した全国データを見てみると、特定健診の未受診者では、医療機関を受
診している被保険者が多いことが分かった。

○ 医療機関や健診を受けていない者が16.1％いることも分かった。

医療機関への受診
有 無 合計

特
定
健
診
の
受
診

有

受診者数 7,179,242人 546,736人 7,725,978人

68.6% 63.8%

無

未受診者数

健診対象者に占める割合 49.7% 16.1% 65.8%

健診対象者に占める割合 31.8% 2.4% 34.2%
うち生活習慣病有 4,926,286人 4,926,286人
受診者数に占める割合

うち生活習慣病有 7,117,886人 7,117,886人
未受診者数に占める割合 63.4% 47.9%

11,228,174人 3,645,439人 14,873,613人

合
計

合計人数 18,407,416人 4,192,175人 22,599,591人
健診対象者に占める割合 81.5% 18.5% 100.0%
うち生活習慣病有 12,044,172人 12,044,172人
合計人数に占める割合 65.4% 53.3%

＜全国集計＞

○留意事項
・KDBシステム参加保険者を対象。 ・医療機関は歯科を除く。 ・KDBシステムにおける定型帳票とは異なる集計ルールで作成。

35

Ⅵ 特定健康診査・特定保健指導（８）

－３３－



－３４－

経済財政運営と改革の基本方針2016(骨太の方針2016)について・・・平成28年６月２日閣議決定 ～抄～
（データヘルスの強化等）
データ分析に基づき、被保険者の個々の状態像に応じた適切な対策を実施することで、効果的なデータヘルスを実現するともに、健康維持率等の継続的
把握により、各保険者の取組状況や効果を測定する。診療報酬と保健事業の役割分担等について検討しつつ、合併症予防を含む重症化予防等の取組を
進める。
また、保険者によるデータの集約・分析や保健事業の共同実施等を支援する。ＩＣＴとビッグデータを最大限活用し、保険者によるデータヘルスや医療の質
の評価・向上を通じて「医療の質を創る」ための新たな保険者支援サービス80について、ＩＣＴ時代にふさわしい審査支払機関の在り方の議論を踏まえて検
討する。
データヘルスの好事例の全国展開に向け、国レベルでの医療関係団体とのプログラムの共同作成や、先進的なデータヘルス事業の体系的な整理・パッ
ケージ化を行うとともに、平成30年度からのインセンティブ改革を本年度から一部前倒しで実施し、取組を行う自治体のインセンティブを導入する。インセン
ティブの指標の設定に当たっては、医療費適正化に資するよう、その内容を明確に提示するものとする。また、企業による健康経営の取組とデータヘルスと
の更なる連携を図る。
データヘルス事業に十分な資源を投入できない保険者に対し、事業導入に係る初期費用の補助を含めた支援を行うとともに、保険者と民間企業等のマッ
チングを促進する。

80保険者が医療や健康管理に関する積極的な情報提供等を行うことにより国民が主体的により質の高い医療を選びとることができるよう、保険者
の効果的なデータヘルス事業等を支援するサービス。

日本再興戦略 2016・・・平成２８年６月２日 閣議決定 ～抄～
⑤ 保険者機能の強化等による健康経営やデータヘルス計画等の更なる取組強化

健康経営やデータヘルス計画を通じた企業や保険者等による健康・予防に向けた取組を強化する。健康経営については、質の向上と更なる普及の

ため、健康経営銘柄を継続実施し、選定方法の改善を行うとともに、個別企業の健康経営の取組と企業業績等の関係性について経営学的視点も踏ま

えた分析・研究を本年度中に実施する。また、日本健康会議において、健康経営に取り組む企業を2020年までに500社とする。中小企業向けには、健

康経営優良法人認定制度を本年秋を目途に開始するとともに、民間事業者と連携して、認定企業に対する金融市場や労働市場におけるインセンティ

ブが付与される仕組みの検討を本年度中に行う。あわせて、健康経営アドバイザーの普及促進等を通じたノウハウの提供を行う。

また、データヘルス計画の全国展開を加速するため、保険者機能を発揮するのにふさわしい規模を確保できるよう、保険者によるデータの集約・分析

や保健指導の共同実施等を支援するとともに、ICT時代にふさわしい審査支払機関の在り方の議論を踏まえ、ICTとビッグデータ等を活用した保険者機

能の強化を図る。さらに、データヘルス計画等の保険者の取組については、保険者が民間のヘルスケア事業者を活用しながら被保険者等の健康・予

防に向けた取組を効果的に進められるよう、厚生労働省の民間事業者活用ワーキンググループ等において、民間事業者の活用拡大に向けた実態把

握や課題整理等を行い、保険者が民間事業者を選ぶ際の留意点の整理、効率的な事業者選びの手法、事業者の質向上に向けた情報開示の在り方

等具体的な対応について本年度中に一定の結論を得た上で、来年度以降必要な対応を実施する。 あわせて、昨年度に初の取組として実施された「デ

ータヘルス・予防サービス見本市」について、本年度中に全国複数都市に規模を拡大して実施し、幅広く保険者・自治体と民間事業者とのマッチングを

加速させる。

Ⅶ データヘルスとビッグデータ活用



Ⅶ データヘルスの推進（１）

－３５－ 厚生労働省資料



Ⅶ データヘルスの推進（２）

－３６－ 厚生労働省資料



Ⅶ データヘルスの推進（３）

－３７－ 厚生労働省資料



Ⅶ データヘルスの推進（４）

－３８－ 厚生労働省資料



Ⅶ データヘルスの推進（５）

－３９－ 厚生労働省資料



Ⅶ データヘルスの推進（６）

－４０－



Ⅶ データヘルスの推進（７）

－４１－ 厚生労働省資料



Ⅶ データヘルスの推進（８）

－４２－ 厚生労働省資料



Ⅶ データヘルスの推進（９）

－４３－ 厚生労働省資料



Ⅶ データヘルスの推進（10）

－４４－ 厚生労働省資料



－４５－ 厚生労働省資料

Ⅶ データヘルスの推進（11）
日本健康会議



－４６－ 厚生労働省資料

Ⅷ 重症化予防の取り組み（１）



－４７－ 厚生労働省資料

Ⅷ 重症化予防の取り組み（２）



－４８－ 厚生労働省資料

Ⅷ 重症化予防の取り組み（３）



－４９－ 厚生労働省資料

Ⅷ 重症化予防の取り組み（４）



－５０－ 厚生労働省資料

Ⅷ 重症化予防の取り組み（５）



－５１－ 厚生労働省資料

Ⅸ 国保保健事業への国の助成（１）



－５２－ 厚生労働省資料

Ⅸ 国保保健事業への国の助成（２）



－５３－ 厚生労働省資料

Ⅸ 国保保健事業への国の助成（３）



－５４－ 厚生労働省資料

Ⅹ ICT活用によるデータヘルスの推進（１）
厚生労働省の推進体制



－５５－ 厚生労働省資料

Ⅹ ICT活用によるデータヘルスの推進（２）
厚生労働省の推進体制



－５６－ 厚生労働省資料

Ⅹ ICT活用によるデータヘルスの推進（３）

平成２９年７月４日

「国民の健康確保のためのビッグデータ活用推進
に関するデータヘルス改革推進計画・工程表」

公表



－５７－ 厚生労働省資料

Ⅹ ICT活用によるデータヘルスの推進（４）

以下、別添資料
「国民の健康確保のためのビッグデータの活用推進
に関するデータヘルス改革推進計画・工程表」参照



－５８－ 厚生労働省資料

Ⅹ ICT活用によるデータヘルスの推進（５）
（平成30年1月19日）



－５９－ 厚生労働省資料

Ⅹ ICT活用によるデータヘルスの推進（６）



－６０－ 厚生労働省資料

Ⅹ ICT活用によるデータヘルスの推進（7）



－６１－

Ⅺ地域包括ケアシステムの構築へ

厚生労働省資料


